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事業 事業
事業名 一般県道 野口平田線 地方道 奈良県

の ぐ ち ひ ら た

区分 主体

起終点 自:奈良県高市郡明日香村野口 延長 ０．６km
な ら け んたかいちぐん あ す か む ら の ぐ ち

至:奈良県高市郡明日香村川原
な ら け んたかいちぐん あ す か む ら かわはら

事業概要

本事業は、「明日香村特別措置法」に基づき作成した「第３次明日香村整備計画」は、明日香村の玄関
あ す か あ す か あ す か

口である近鉄飛鳥駅と村内の生活及び観光拠点を結ぶ路線であり、村内の移動の安全性、迅速性の向上を
あ す か

図るものである。

Ｈ11年度事業化 Ｓ49年度都市計画決定 Ｈ11年度用地着手 Ｈ11年度工事着手

全体事業費 １３億円 事業進捗率 ８９％ 供用済延長 ０ｋｍ

計画交通量 ４,０００台／日 （ 2/2 ）

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．２ ０.６５/１４億円 １７/１７億円

事 業 費:0.58/ 14 億円 走行時間短縮便益: 16/ 16 億円 平成２０年

(残事業) ２６．２ 維持管理費:0.07/0.07億円 走行経費減少便益: 1.2/ 1.2 億円

交通事故減少便益:-0.34/-0.34億円

感度分析の結果 (残事業を対象)

変動要因 交通量 変動ｹｰｽ ±10％ 費用便益(B/C) 24.2～28.9

〃 事業費 〃 ±10％ 〃 21.8～32.7

〃 事業期間 〃 +1年 〃 25.6

事業の効果等

・狭隘区間の解消による歩行者や通行車輌の安全性と村内移動の迅速性の向上

・大型車通行止区間の解消による観光バスの周遊性と観光地の魅力度の向上 他２項目に該当

関係する地方公共団体等の意見

「明日香村特別措置法」に基づく明日香村総合計画に位置づけられており、早期の完成を望んでいる。
あ す か あ す か

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

野口平田線の交通量がH11→H17で約1.2倍増加している。
の ぐ ち ひ ら た

明日香村から橿原市、桜井市、奈良北部エリア、奈良南部エリアとの自動車流動が増加している。
あ す か かしはら さくらい

自動車保有台数が2.34(H12)から2.41(H17)に増加しており、自動車依存が進んでいる。

大和高田バイパスの一部開通(H15年11月)､京奈和自動車の一部開通(H18年4月)
や ま と た か だ け い な わ

世界遺産登録の動き(H19年2月国からﾕﾈｽｺに暫定ﾘｽﾄを提出)

事業の進捗状況、残事業の内容等

用地買収率99％(面積)､事業進捗率89％(事業費)である。(H19年度末進捗率)

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

起点部で用地取得が難航(土地及び家屋)し事業進捗が遅れているが、引き続き用地取得、工事を推進し、

平成22年度の供用を目指す。

施設の構造や工法の変更等

建設発生残土の工事間の流用を積極的に行いコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば当初からの事業の必要性、重要性は変わらない。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。


